
 

 

芝山町総合評価落札方式（特別簡易型）落札者決定基準 
 

令和３年５月３１日制定  

 

この基準は、「芝山町総合評価落札方式実施要領」に基づき、総合評価落札方式

（特別簡易型）による競争入札を実施するにあたり、標準的な基準として作成したも

のであり、落札者決定基準は、学識経験者の意見聴取を踏まえ、入札公告において

個々に定めるものとする。 

 

１．落札者の決定基準 

総合評価落札方式による落札者の決定は次の要件を満たす者のうち、価格と価格以

外の要素を総合的に評価し、最も評価値の高い者を落札者とする。 

⑴ 申込みに係る価格が予定価格を超えていないこと。 

⑵ 入札公告で定めた技術提案等資料を提出した者であること。 

⑶ 除算方式により評価値を求める場合にあっては、当該評価値が標準点を予定価

格で除した数値を下回らないこと。 

⑷ 入札価格が価格失格判定基準に該当しない者 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を

全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあ

る。 

なお、落札となるべき最も高い評価値の入札者が２者以上ある場合においては、ち

ば電子調達システムを利用した電子入札システムによるくじ引きにより落札予定者を

決定するものとする。 

 

２．評価値の算出方法 

評価値の算出は除算方式とし、標準点１００点と技術的要素の評価による加算点の

合計による技術評価点を入札価格で除して算出する。 

⑴ 評価値の算式 

評価値＝技術評価点÷入札価格×１０，０００，０００ 

※桁数調整のため、上記式により算出した評価値に一律１０，０００，０００

を乗じた数値を評価値とし、小数点以下第６位を切り捨て小数点以下第５位

まで算出する。 
 

⑵ 技術評価点の算式 

技術評価点＝標準点（１００点）＋加算点 

 

⑶ 加算点の算式 

加算点は、評価点が最高であった１者に加算点として満点の２０点を付与す



 

 

る。 

最高１者以外の加算点＝加算点満点値２０点×評価点÷最高１者の評価点 

※加算点は、小数点以下第４位を切り捨て小数点以下第３位まで算出する。 

  

⑷ 評価点の算出 

   評価項目及び評価基準に基づく配点の合計値を評価点とする。 

  

⑸ 評価項目及び評価基準 

   評価項目及び評価基準は、別紙１を基本として設定することとする。 

なお、評価項目、評価基準及び配点は、工事の特性に合わせて適宜追加、削除

又は変更できるものとし、入札公告に明記する。 

 

３．入札参加者に提出を求める技術提案等資料 

総合評価落札方式において、入札参加者に提出を求める技術提案等資料は、別紙２

を基本として工事ごとに定め、その提出方法、提出先及び提出期限を入札公告に明記

する。 

 

   附 則 

 この基準は、令和３年５月３１日から施行する。 

  



 

 

別紙１ 評価項目及び評価基準 

 

１．企業の施工能力 

評 価 項 目 評 価 基 準 配点 
１．過去１０年間の同種工事の施工実績 

注⑴・⑵・⑶ 

国・県等の発注工事で実績あり 

注⑷ 
２ 

市町村等の発注工事で実績あり 

注⑸ 
１ 

その他の実績又は実績なし ０ 

２．千葉県発注工事における過去２カ年度

間の同一業種の工事成績の平均点 

注⑵・⑹ 

８０点以上 ５ 

７７．５点以上８０点未満 ４ 

７５点以上７７．５点未満 ３ 

７２．５点以上７５点未満 ２ 

７０点以上７２．５点未満 １ 

６５点以上７０点未満 ０ 

６５点未満 ―２ 

成績なし ０ 

３．過去２年間に芝山町が行った指名停止

等措置の有無 

注⑺ 

指名停止あり ―４ 

文書警告又は文書注意あり ―２ 

なし ０ 

４．ＩＳＯ認証取得  

注⑻ 

ＩＳＯ９００１又はＩＳＯ１４００１の

認証取得あり 
１ 

なし ０ 

２．配置予定技術者の能力 

評 価 項 目 評 価 基 準 配点 
１．過去１０年間の同種工事の施工経験 

注⑴・⑵・⑼・⑽ 

国・県等の発注工事で実績あり 

注⑷ 
２ 

市町村等の発注工事で実績あり 

注⑸ 
１ 

その他の実績又は実績なし ０ 

２．主任（監理）技術者の保有する資格 

 

１級土木施工管理技士 

注⑾ 
１ 

それ以外の土木施工に係る資格 ０ 

３．千葉県発注工事における過去２カ年度

間の同一業種の工事成績 

注⑵・⑹・⑿ 

７５点以上の実績あり ２ 

７５点以上の実績なし ０ 

 



 

 

３．地域貢献度等 

評 価 項 目 評 価 基 準 配点 
１．過去５年間の芝山町内での公共工事の

施工実績 

注⑴・⒀ 

実績あり ２ 

実績なし ０ 

２．建設業の許可における主たる営業所の

所在地 

 

芝山町内に本店あり ２ 

芝山町内に支店・営業所あり １ 

なし ０ 

３．芝山町との災害時の協力協定等の締結

状況 

注⒁ 

芝山町との災害協定等の締結あり ２ 

芝山町との災害協定等の締結なし ０ 

４．過去１０年間の芝山町内における災害

活動実績 

注⑴・⒂ 

実績あり １ 

実績なし ０ 

合     計 ２０ 

 

注⑴ 過去５（又は１０）年間とは、当該工事を入札公告する前年度から過去５（又は１０）年間

に当該年度の入札公告日までを加えた期間とする。 
注⑵ 同種工事とは、発注工事と同様な内容を有する工事をいい、入札公告で定める。また、同一

業種とは、建設業法で規定する業種と同一であることをいう。 

注⑶ 指定する期間内に完成し、引渡しの済んだ同種工事の元請としての実績を評価する。 

注⑷ 国・県等とは、国（各省庁）、独立行政法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律施行令第１条に規定する機関及び準ずる機関）、都道府県、道路公社、まちづく

り公社、土地開発公社、下水道公社、住宅供給公社、農業開発公社及び政令指定都市とす

る。 

注⑸ 市町村等とは、市町村(政令指定都市を除く)と千葉県内の以下ａ～ｃのいずれかの団体をい

う。 

ａ．地方自治法に基づく一部事務組合で建設工事を発注している組合。 

ｂ．公有地の拡大の推進に関する法律に基づく市町村公社で建設工事を発注している公社。 

ｃ．市町村が設立に際し、基本財産の全部または一部を拠出し、かつ、市町村の建設工事の 

実施を寄附行為または定款の目的または事業の１つとしている公益法人（平成２０年１ 

２月１日以降設立された公益財団法人又は同年１１月３０日まで財団法人（「特例民法 

法人」）であったもの）。 

注⑹ 過去２カ年度間とは、入札公告の日の属する年度を除く、直近の過去２年度間の工事成績を

評価の対象とする。また、評価の対象となる工事は、請負金額が〇〇万円以上である工事と

する。（入札参加者が提出する工事成績評定通知書等の写しに記載された点数により評価す

る。） 

注⑺ 過去２年間とは、当該入札の入札公告日から遡って２年間とする。 

注⑻ 当該工事の入札公告日の前日までの認証取得を評価の対象とする。 

注⑼ 同種工事を元請けの主任技術者、監理技術者、現場代理人として施工した経験により評価す

る。 

注⑽ 配置予定技術者は複数の技術者を申請することはできない。落札者の決定の後に特別な理由



 

 

により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、申請時の配置予定技術者と同等以上の資

格を有する者を配置しなければならない。 

注⑾ 当該工事の業種により「１級建設機械施工技士」、「１級電気工事施工管理技士」、「１級

管工事施工管理技士」、「１級造園施工管理技士」、「１級建築士」、「１級建築施工管理

技士」等を適宜設定する。 

注⑿ 評価の対象となる工事は、主任又は監理技術者として配置された工事のうち、請負金額が〇

〇万円以上である工事とする。 

注⒀ 公共工事とは、注⑷に示す国・県等又は芝山町が発注した工事を対象とする。 

注⒁ 入札公告日時点において、地震、風水害、その他の災害時の協力に関する協定を締結してい

る者又は協定を締結している団体等に加盟している者を対象とする。 

注⒂ 災害活動等は、注⑷に示す国・県等又は芝山町より出動指示、対応指示を受けて実施した活

動又は災害時の協力協定等に基づき実施した活動をいう。なお、災害等に関連する本復旧工

事は対象とならない。 

（その他） 

注⑴、⑵、⑹、⑺、⑻において指名競争入札の場合は「入札公告日」を「指名通知の日」

に読み替えるものとする。 

 

  



 

 

別紙２ 評価項目に関し提出する技術提案等資料 

 

 入札参加者は、評価項目及び評価基準の評価が判断できる技術提案等資料として、次に掲げる書

類を提出するものとする。 
 
（注意事項） 
 ・該当しない評価項目に係る技術提案等資料は不要とするが、「総合評価落札方式における技術

提案等資料提出書（様式第１号）」は必ず提出すること。当該様式の提出がない者のした入札

は無効とするので注意すること。 

・技術資料の提出がない場合又は提出された技術資料で評価基準の判断ができないときは、評点

を「０」とする。 

・提出する技術提案等資料が入札参加資格要件となっているものについては、当該技術提案等資

料が提出されない場合、入札参加資格を失うものとする。 
・入札参加者が自ら参考として資料を提出することは妨げない。 

 

企業の施工能力 

評価項目 
提出する技術提案等資料 

別記様式 証明する添付資料 

同種工事の施工実績 第２号様式 

同種工事の内容を証明できるものとして、契約書の写

し、工事完成認定書等の写し又はコリンズの竣工時工事

カルテの写し等を添付。 

同一業種の工事成績 第３号様式 
当該工事成績の内容を確認できる千葉県発注工事の工事

検査結果通知書等の写しを添付。 

指名停止等措置  芝山町で管理しているデータを活用するため提出不要。 

ＩＳＯ認証取得  ＩＳＯ9001・ＩＳＯ14001 の認証の写しを添付。 

 

配置予定技術者の能力 

評価項目 
提出する技術提案等資料 

別記様式 証明する添付資料 

同種工事の施工実績 第４号様式 
当該工事経験の内容を証明できるものとして、コリンズ 

の竣工時工事カルテの写し等を添付。 

主任（監理）技術者の

保有資格 
第４号様式 

当該資格を確認できる証明書等の写しを添付すること。 

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技

術者講習修了証の写しを添付。 

同一業種の工事成績 第４号様式 
当該工事成績の内容を確認できる千葉県発注工事の工事

検査結果通知書等の写しを添付。 

 

地域貢献度等 

評価項目 
提出する技術提案等資料 

別記様式 証明する添付資料 

公共工事の施工実績 第５号様式 

公共工事の内容を証明できるものとして、契約書の写

し、工事完成認定書等の写し又はコリンズの竣工時工事

カルテの写し等を添付。 

営業所の所在地  

建設業の許可申請又は変更届等の控で、営業所の所在地

及び許可を得ている工種がわかる部分（受付印があるも

の）の写し等を添付。 



 

 

災害協定の締結 第６号様式 

当該協定書の写しを添付。なお、芝山町と協定を締結し

ている団体等に加盟している場合については、当該団体

等に加わっていることを証明できる名簿等も添付。 

災害活動の実績 第６号様式 

官公庁等（国・県等又は芝山町をいう。以下同じ）の指

示を受けた活動、又は官公庁等との間に締結した協定等

に基づき実施した活動であることがわかる契約書、協定

書、作業日報及び写真等の資料を添付。なお、１つの資

料で証明できない場合は複数の資料を添付。 

 
 


